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障 害 者 自 立 支 援 法 に 基 づ く 福 祉 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る

基 準  

                                    平成18・９・29・厚生労働省令１７６号   

 

障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第80条第 １ 項の規定に基づき 、 障害者自立支援法に基づ く 福祉ホームの設備

及び運営に関する基準を次のよ う に定める 。  

 

（ 趣旨 ）  

第 １ 条  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 。 以下 「 法 」 と い う 。） 第80条第 １ 項の規定による福祉ホームの設備及び

運営に関する基準は 、 この省令の定める と こ ろによる 。  

（ 基本方針 ）  

第 ２ 条  福祉ホームは 、 利用者 （ 福祉ホームを利用する障害者をい う 。 以下同じ 。） が地域において自立し た日常生活又は社

会生活を営むこ とができ る よ う 、 現に住居を求めている障害者につき 、 低額な料金で 、 居室その他の設備を利用させる と と

もに 、 日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行 う ものでなければな ら ない 。  

２  福祉ホームは 、 利用者の意思及び人格を尊重し て 、 常に当該利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければな ら な

い 。  

３  福祉ホームは 、 地域及び家庭との結び付き を重視し た運営を行い 、 市町村 （ 特別区を含む 。 以下同じ 。）、障害福祉サービ

ス事業を行 う 者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければな ら ない 。  

４  福祉ホームは 、 利用者の人権の擁護 、 虐待の防止等のため 、 責任者を設置する等必要な体制の整備を行 う と と もに 、 その

職員に対し 、 研修を実施する等の措置を講ずる よ う 努めなければな ら ない 。  

（ 構造設備 ）  

第 ３ 条  福祉ホームの配置 、 構造及び設備は 、 利用者の特性に応じ て工夫され 、 かつ 、 日照 、 採光 、 換気等の利用者の保健衛

生に関する事項及び防災について十分考慮された ものでなければな ら ない 。  

２  福祉ホームの建物 （ 利用者の日常生活のために使用し ない附属の建物を除 く 。 次項において同じ 。） は 、 耐火建築物 （ 建

築基準法 （ 昭和25年法律第 201 号 ） 第 ２ 条第 ９ 号の ２ に規定する耐火建築物をい う 。 次項において同じ 。） 又は準耐火建築

物 （ 同条第 ９ 号の ３ に規定する準耐火建築物をい う 。 次項において同じ 。） でなければな ら ない 。  

３  前項の規定にかかわらず 、 都道府県知事 （ 地方自治法 （ 昭和22年法律第67号 ） 第 252 条の19第 １ 項の指定都市 （ 以下この

項において 「 指定都市 」 と い う 。） 及び同法第 252 条の22第 １ 項の中核市 （ 以下この項において 「 中核市 」 と い う 。） にお

いては 、 指定都市又は中核市の市長 ） が 、 火災予防 、 消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて 、 次の各号の

いずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての福祉ホームの建物であっ て 、 火災に係る利用者の安全性が確保されている と認

めた と きは 、 耐火建築物又は準耐火建築物とする こ と を要し ない 。  

一  スプ リ ン ク ラー設備の設置 、 天井等の内装材等への難燃性の材料の使用 、 火災が発生するおそれがある箇所における防

火区画の設置等によ り 、 初期消火及び延焼の抑制に配慮し た構造である こ と 。  

二  非常警報設備の設置等によ る火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお り 、 円滑な消火活動が可能な ものである こ

と 。  

三  避難口の増設 、 搬送を容易に行 う ために十分な幅員を有する避難路の確保等によ り 、 円滑な避難が可能な構造であ り 、

かつ 、 避難訓練を頻繁に実施する こ と 、 配置人員を増員する こ と等によ り 、 火災の際の円滑な避難が可能な ものである こ

と 。  

（ 運営規程 ）  

第 ４ 条  福祉ホームは 、 次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければな ら ない 。  

一  施設の目的及び運営の方針 

二  職員の職種 、 員数及び職務の内容 

三   利用定員 

四  利用者に対し て提供するサービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額 

五  施設の利用に当た っ ての留意事項 

六  非常災害対策 

七  虐待の防止のための措置に関する事項 

八  その他運営に関する重要事項 

（ 非常災害対策 ）  

第 ５ 条  福祉ホームは 、 消火設備その他の非常災害に際し て必要な設備を設ける と と もに 、 非常災害に関する具体的計画を立

て 、 非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し 、 それら を定期的に利用者に周知し なければな ら ない 。  

２  福祉ホームは 、 非常災害に備えるため 、 定期的に避難 、 救出その他必要な訓練を行なわなければな ら ない 。  

（ サービスの提供の記録 ）  

第 ６ 条  福祉ホームは 、 利用者に対しサービスを提供し た際は 、 当該サービスの提供日 、 内容その他必要な事項を 、 サービス

の提供の都度記録し なければな ら ない 。  

（ 記録の整備 ）  

第 ７ 条  福祉ホームは 、 職員 、 設備 、 備品及び会計に関する諸記録を整備し ておかなければな ら ない 。  

２  福祉ホームは 、 利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し 、 当該サービスを提供し た日から

５ 年間保存し なければな ら ない 。  
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一  前条に規定するサービスの提供の記録 

二  第15条第 ２ 項に規定する苦情の内容等の記録 

三  第16条第 ２ 項に規定する事故の状況及び事故に際し て採っ た処置についての記録 

（ 規模 ）  

第 ８ 条  福祉ホームは 、 ５ 人以上の人員を利用させる こ とができ る規模を有する ものでなければな ら ない 。  

（ 設備の基準 ）  

第 ９ 条  福祉ホームは 、 次の各号に掲げる設備を設けなければな ら ない 。 ただ し 、 他の社会福祉施設等の設備を利用する こ と

によ り当該福祉ホームの効果的な運営を期待する こ とができ る場合であっ て 、 利用者に対するサービスの提供に支障がない

と きは 、 次の各号に掲げる設備の一部を設けないこ とができ る 。  

一  居室 

二  浴室 

三  便所 

四  管理人室 

五  共用室 

２  前項各号に掲げる設備の基準は 、 次のと お り とする 。  

一  居室 

イ  一の居室の定員は 、 原則と し て 、 １ 人とする こ と 。  

ロ  利用者 １ 人当た りの床面積は 、 原則と し て 、 収納設備等を除き 、 9.9 平方 メ ー ト ル以上と する こ と 。  

二  浴室  利用者の特性に応じ た ものである こ と 。  

三  便所  利用者の特性に応じ た ものである こ と 。  

四  共用室  利用者の娯楽 、 団らん 、 集会等の用に供する共用の部屋と し て 、 利用定員に応じ て適当な広さ を有する こ と 。  

３  福祉ホームの設備は 、 専ら当該福祉ホームの用に供する ものでなければな ら ない 。 ただ し 、 利用者に対するサービスの提

供に支障がない場合は 、 この限り ではない 。  

（ 職員の配置の基準 ）  

第10条  福祉ホームには 、 管理人を置かなければな ら ない 。  

２  管理人は 、 障害者の福祉の増進に熱意を有し 、 福祉ホームを適切に運営する能力を有する者でなければな ら ない 。  

（ 利用者に求める こ とのでき る金銭の支払の範囲等 ）  

第11条  福祉ホームが利用者に対し て金銭の支払を求める こ とができ るのは 、 当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させ

る ものであっ て 、 当該利用者に支払を求める こ とが適当である ものに限る ものとする 。  

２  前項の規定によ り金銭の支払を求める際は 、 当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面

によ っ て明らかにする と と もに 、 利用者に対し説明を行い 、 その同意を得なければな ら ない 。  

（ 定員の遵守 ）  

第12条  福祉ホームは 、 利用定員を超えて利用させてはな ら ない 。 ただ し 、 災害その他のやむを得ない事情がある場合は 、 こ

の限り でない 。  

（ 衛生管理等 ）  

第13条  福祉ホームは 、 利用者の使用する設備及び飲用に供する水について 、 衛生的な管理に努め 、 又は衛生上必要な措置を

講じ なければな ら ない 。  

２  福祉ホームは 、 福祉ホームにおいて感染症が発生し 、 又はまん延し ないよ う に必要な措置を講ずるよ う 努めなければな ら

ない 。  

（ 秘密保持等 ）  

第14条  福祉ホームの職員は 、 正当な理由がな く 、 その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら し てはな ら ない 。  

２  福祉ホームは 、 職員であっ た者が 、 正当な理由がな く 、 その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこ とがな

いよ う 、 必要な措置を講じ なければな ら ない 。  

（ 苦情解決 ）  

第15条  福祉ホームは 、 その提供し たサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために 、 苦

情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じ なければな ら ない 。  

２  福祉ホームは 、 前項の苦情を受け付けた場合には 、 当該苦情の内容等を記録し なければな ら ない 。  

３  福祉ホームは 、 その提供し たサービスに関し 、 都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は 、 当該指導又は助言

に従っ て必要な改善を行わなければな ら ない 。  

４  福祉ホームは 、 都道府県又は市町村からの求めがあった場合には 、 前項の改善の内容を都道府県又は市町村に報告し なけ

ればな ら ない 。  

５  福祉ホームは 、 社会福祉法 （ 昭和26年法律第45号 ） 第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定によ り行 う 調

査又はあっせんにでき る限り協力し なければな ら ない 。  

（ 事故発生時の対応 ）  

第16条  福祉ホームは 、 利用者に対するサービスの提供によ り事故が発生し た場合は 、 都道府県 、 市町村 、 当該利用者の家族

等に連絡を行 う と と もに 、 必要な措置を講じ なければな ら ない 。  

２  福祉ホームは 、 前項の事故の状況及び事故に際し て採った処置について 、 記録し なければな ら ない 。  

３  福祉ホームは 、 利用者に対するサービスの提供によ り賠償すべき事故が発生し た場合は 、 損害賠償を速やかに行わなけれ

ばな ら ない 。  
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附  則 

（ 施行期日 ）  

第 １ 条  この省令は 、 平成18年10月 １ 日から施行する 。  

（ 居室面積の経過措置 ）  

第 ２ 条  この省令の施行の際現に存する法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 （ 昭和

25年法律第 123 号 ） 第50条の ２ 第 ４ 項に規定する精神障害者福祉ホーム又は法附則第52条の規定によ る改正前の知的障害者

福祉法 （ 昭和35年法律第37号 ） 第21条の ９ に規定する知的障害者福祉ホーム （ これらの施設の う ち 、 基本的な設備が完成し

ている ものを含み 、 この省令の施行の後に増築され 、 又は改築される等建物の構造を変更し た ものを除 く 。） が福祉ホーム

を経営する事業を行 う 場合における これらの施設の建物については 、 当分の間 、 第 ９ 条第 ２ 項第 １ 号ロの規定は 、 適用し な

い 。  

 


